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【表３－９ 鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表】 

 
 

 

69



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 

 

70



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 

【参考】現場打ち鉄筋コンクリート開水路の初期ひび割れの幅と鉄筋腐食の関係 

 

鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表におけるひび割れ幅の評価区分については、コンクリートのひび割れ

調査、補修・補強指針（公益社団法人コンクリート工学会）（以下、「指針」という。）の 2003 年版を参考とし

て設定している。具体的には、最大ひび割れ幅に関する健全度 S-5 と S-4 の閾値については水密性の観点から

0.2mm、S-4 と S-3 の閾
いき

値については、土中・屋内環境下における鉄筋腐食の観点から 1.0mm としている。 

このひび割れ幅の評価区分のうち、S-4 と S-3 の閾値に相当する区分が、2009 年の指針改訂により、1.0mm から

0.5mm に変更された。（図３－６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため本区分の農業水利施設への適用に関する妥当性を再確認する必要性が生じたことから、国営事業地区の

農業用現場打ち鉄筋コンクリート開水路 40 施設における初期ひび割れ 601 本を対象として、ひび割れ幅と鉄筋腐

食の関係を明らかにするための全国調査を行った。 

その結果、気中（最多頻度流量水位より高い調査箇所）の場合、最大ひび割れ幅が 1.0mm を超えると、断面欠損

を伴う鉄筋腐食が半数を超えることが確認された。また、最大ひび割れ幅が 0.2mm 未満では、断面欠損が生じた鉄

筋は確認されなかった。これらにより農業水利施設における現行区分の妥当性が一定程度確認されたことから、本

改訂版においてはひび割れ幅の評価区分を変更しないこととした。 

 なお、水中（最多頻度流量水位より低い調査箇所）では気中より鉄筋腐食による断面欠損を生じる割合が低い傾

向となった。これは水中の方が鉄筋腐食の原因となる酸素等の供給が少ないためと考えられる。 

 

【図３－６ 指針（2009）と本手引きにおけるひび割れ幅の閾値比較】

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

３．３ 劣化予測と対策工法の検討  

３．３．１ 診断結果のグルーピング  

【解説】  

・ グルーピングは、技術的に適用可能な対策工法が同様の選択肢になることを念頭に置いて行う

必要があり、変状等の要因やその後の劣化進行に影響すると思われる立地条件、健全度評価結果

等を十分踏まえて行う必要がある。また、重要度やリスクを踏まえてグルーピングすることも有

効である。 

  

・ なお、グループを細分化すると精緻な検討が可能となる一方、劣化予測や対策工法の検討に要

する時間や経費が増加してしまうことから、当該機能診断調査や機能保全計画に求められる精度

に応じて、適切なグルーピングを設定することが重要である。グルーピングにあたっては、施設

構造、健全度及び変状要因の３つは必要最小限の要素となる。 

 

・ グルーピングは、機能保全計画の策定を進める際に、対策の要否や対策工法の比較検討を効率

的に行うためのものであることから、対策工事の実施段階において、より詳細な区分で検討する

こともあり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－７ グルーピングの例】 

 

対策の要否や対策工法の比較検討等を効率的に行うため、施設の種類、構造、主な変状等の要

因、その程度等により同一の検討を行うことが可能な施設群に分類し、グルーピングを行う。ま

た、施設の重要度により管理水準が異なる場合も、これを分けることが必要である。 

３．４ 性能の劣化予測と対策工法の検討 

３．４．１ 診断結果のグルーピング 

 対策の要否や対策工法の比較検討等を効率的に行うため、施設の種類、構造、主な劣化の

要因、劣化の程度等により同一の検討を行うことが可能な施設群に分類し、グルーピングを

行う。 

【解説】 

・ グルーピングは、技術的に適用可能な対策工法が同様の選択肢になることを念頭に置いて行

う必要があり、劣化要因やその後の劣化進行に影響すると思われる立地条件等を十分踏まえて

行う必要がある。 

 

・ 施設の構造や立地条件等に応じて細かなグルーピングとすれば、より精度の高い検討になる

一方、検討作業の量が膨大になる。このため、広範囲の施設系を対象とした検討では、求めら

れる検討精度と検討作業とを勘案し、施設種類、施設健全度と劣化要因を基本としつつ、その

他の条件については必要に応じ考慮するなど、ある程度大くくりなグルーピングとすることが

効率的である。 

 

・ なお、農業水利施設は、水利系統単位で農業用水の供給という目的を達成するものであるこ

とから、取水施設又は分水工からの水利系統を意識してグルーピングを行うことが望ましい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－６ グルーピングの例】 

 

● ：定点調査箇所 

：健全度評価 S-○ 

グループ 1 グループ 2 グループ 3 グループ 4 

Ａ幹線水路 

凡  例  
改訂 

72



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

３．３．２ 劣化予測の手法 

 

【解説】  

・ 機能保全計画は、検討対象期間（40 年を基本）にわたる性能指標について管理するものである

ため、劣化予測を行うことが必要となる。 

 

・ 劣化要因が複合的な場合や、経験式等が確立されていない場合、 

①地盤沈下や施設の変形など立地環境毎に条件が大きく異なる場合には、過年度の状況変化に

ついての情報を基に推定する方法 

②条件不足のため推定が困難な場合には、経過観察によって状況変化を把握した上で推定する

方法 

等、それぞれの条件に適した方法を選択することが必要である。 

 

・ 上記の方法による予測が困難な場合は、標準的な劣化曲線を用いて機能診断の実測値により補

正する手法により行う（図３－７）。 

 

・ なお、初回の機能診断で機能診断評価がＳ－５となった場合は上記の補正が適用できないため、

標準的な劣化曲線を用いて劣化予測を行ってもよい。 

 

・ 標準的な劣化曲線は、これまで国営造成施設(農業水利施設)で実施された機能診断調査結果を

用いて設定されている（図３－８）。  

   しかしながら、標準的な劣化曲線の設定の基礎となったデータは、ばらつきが大きいことか

ら、これを利用する際にはそのことに留意し、慎重に取り扱うことが必要である。なお、標準

的な劣化曲線のあり方については、今後のストックマネジメントの実践とデータ蓄積により、

随時検討を行うこととしている。 

 

 

 

劣化予測は、その支配的な劣化要因が明らかであり、その予測手法が確立されている場合は、

経験式などの手法を用いて行う。経験式などの手法が確立されていない場合や複合的な要因で特

定の劣化要因が不明である場合は、標準的な劣化曲線を設定し、これを機能診断による実測で補

正することにより行う。 

なお、機能診断を複数回行っている施設について、診断毎の状況変化から劣化の支配的要因を

推定できる場合は、その要因の経過観察の結果から劣化予測を行う。 

３．４．２ 劣化予測の手法 

 劣化の将来予測は、劣化の要因が明らかであり、その予測手法が確立されている場合は、

経験式などの手法を用いて行う。経験式などの手法が確立されていない場合や複合的な要因

で特定の劣化要因が不明である場合は、標準的な劣化曲線を設定し、これを機能診断による

実測で補正することにより行う。 

 

【解説】 

・ 鉄筋コンクリートの中性化、塩害については、経験的な予測式が確立されており、これを用

いて劣化予測を行う。（「農業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・対策工法選定マニ

ュアル」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

・ しかしながら、農業水利施設の劣化は、劣化要因を特定できても予測手法が未確立であった

り、複合的な要因による場合が多いことから、標準的な劣化曲線を設定し、これを機能診断の

実測値により補正する手法により、劣化予測を行う。（図３－７） 

 

 

 

・ 標準的な劣化曲線は、今後、継続的な施設診断結果のデータ蓄積に伴い精度の高いものを設

定していくことを考えている。なお、この手引きでは、広域基盤整備計画調査でのコンクリー

ト構造物（鉄筋コンクリート開水路の例）の診断結果を用いて劣化曲線を設定している。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

・ また、個々の施設の劣化は、施設に関する様々な条件によって一律ではないことなどから、機

能診断の継続により、各施設が有する劣化傾向の特性を把握していくことが重要であり、これ

が予測精度のさらなる向上につながる。２回目以降の機能診断では、前回までの機能診断結果

を踏まえて劣化予測を修正することで対策内容や実施時期の精度をより向上させることができ

る。なお、継続的な機能診断により、劣化の支配的要因が新たに把握できた場合には、その数

値の変化に着目することがより精度の高い劣化予測につながる。 

 

＜支配的要因別の劣化予測の例＞ 

・コンクリートの中性化、塩害 → ルート t則や拡散方程式などの経験式で予測 

・コンクリートの恒常的な摩耗 → 年間摩耗量等から、今後の摩耗量を個別に予測 

・コンクリート自体の劣化要因が複合的で支配的要因を特定できない場合 

               → 健全度により判定し、劣化曲線により予測 

・地震など偶発的な外力による変形・変位・損傷  

               → 個別に対策の要否を判定 

・地盤の不同沈下、荷重などによる変形・変位・損傷 

               → これまでの変位量などから、水利用機能に支障を来すまでの

期間を個別に予測 

・水路の目地劣化       → 構造物本体と同時に劣化する性質ではない場合等はこれを本

体と分離して評価・分析 

 

 

・ また、地域の環境条件や構造物の種類・重要度等を踏まえ、当該施設の劣化状況に関するこ

れまでの情報や、新たにフィールドデータを継続的に収集・蓄積し、物理的劣化メカニズムを

考慮することにより劣化予測を行う方法等も検討する必要がある。 

 

 

 

 

 ＜鉄筋コンクリート構造物の要因別の性能低下予測の例＞ 

   （１）内部要因 

    １ 中性化、塩害 → ルートｔ則や拡散方程式などの経験式で予測 

     ２ 恒常的な摩耗 → 年間摩耗量等から、今後を個別に予測 

     ３ 複合的で支配的要因を特定できない場合 

         → 健全度指標により判定し、標準劣化曲線により予測 

   （２）外部要因 

     １ 地震など偶発的な外力による変形・変位・損傷 

         → 個別に対策の要否を判定 

     ２ 地盤の不同沈下、荷重などによる変形・変位・損傷 

         → これまでの変位量などから、水利用性能に支障を来すまでの期間を個別

に予測 

   （３）その他の要因 

     鉄筋コンクリート水路の目地が構造本体と同時に劣化する性質でない場合等はこれを

本体と分離して評価・分析する必要がある。なお、目地の劣化であっても、これが

外部要因の場合には上記（２）の外部要因の場合へ含めて検討する。 

 

 

  

現行 4.3.2 性能低下予測の記載を移行し 

内容を改訂。 
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